令和８年度京丹波町育英生募集要項

勉学に対する意思の強固な学生・生徒であって経済的理由により修学が困難な方に対し、学資の支給等、育英上必要な措置を行い、有能な人材を育成することを目的として、次のとおり京丹波町育英生を募集します。

１　育英生の資格（すべてに該当する方）

（1） 本町に住民登録を有する方（就学により、他の市町村に住民登録した者を含む。）であって、育英生の保護者等が住民登録をし、申請日を基準として過去１年以上現住する方。

（2） 勉学に対する意志が強固である方。

（3） 学習成績が良く、上級学校へ進学後もなお優秀な成績を収める見込みがある方。(学業成績書等による前年度の成績が平均点以上であること)

（4） 学資の支出が困難と認められる方。（前年収入額が生活保護基準の２倍以内であること）

（5） 次に掲げる学校のひとつに在学している方。

　　ア　国公私立高等学校

　　イ　国公私立大学

　　ウ　看護又は保健師専門学校

　　エ　農業又は林業大学校

　　オ　その他評議員会において、アからエに準ずると認める学校
２　育英生の決定及び支給額

　　育英生の決定は評議員会で審査の上決定します。なお、令和８年度の支給額は、次のとおりです。

（１）高等学校　　　　　 　　　　　　年額　120,000円以内(1年間1年生)
（２）高等学校　　　　　 　　　　　　年額　 60,000円以内(2年間2・3年生)
（３）高等専門学校　　 　　　　　　　年額  120,000円以内(1年間1年生)
（４）高等専門学校　　　 　　　　　　年額　 60,000円以内(2年間2・3年生)
（５）高等専門学校　　　 　　　　　　年額　180,000円以内(2年間4・5年生)
（６）看護専門学校 ／3年制／4年制／　年額　180,000円以内(3年間又は4年間)
（７）保健師専門学校　　　 　　　　　年額　180,000円以内(1年間)
（８）農業又は林業大学校　 　　　　　年額　180,000円以内(2年間)
（９）短期大学　　　　　　 　　　　　年額　180,000円以内(2年間)　
（10）大学 ／4年制／6年制／ 　　　　 年額　180,000円以内(4年間又は6年間)　※大学院生は対象外
３　願書受付及び期間

　　受付場所　京丹波町教育委員会　学校教育課（京丹波町和知支所内）

丹波分室（京丹波町中央公民館内）瑞穂分室（京丹波町瑞穂支所内）

受付期間　令和８年５月１日（金）～令和８年５月２９日（金） （土曜・日曜・祝日を除く）

　　受付時間　午前９時から午後５時まで
４　必要書類

	チェック
	書類名
	備考・注意

	 FORMCHECKBOX 

	育英生願書
（様式第１号）
	・同一世帯員は原則生計同一者とみなされますので、全員を記入してください。
・単身赴任等により居住地は別であるが生計を同一にする者がある場合は、生計同一者として記入してください。
・「家庭事情」欄は、必ず記入してください。
（特に、経済状況、成績状況について特段の事情がある場合はその事情を、同一世帯員だが生計同一者として記入しない者がある場合はその理由を記入してください。）

	 FORMCHECKBOX 

	住民票
	申請人（育英生に出願する者）及び保護者等世帯分を提出してください。

※世帯全員分記載、世帯主名・続柄表示のもの。

※同世帯に２人以上の申請人がいる場合は、１通で可。

	 FORMCHECKBOX 

	課税証明に係る委任状（様式第２号）
	支給の審査に伴い必要としますので必ず提出してください。

※同世帯に２人以上の申請人がいる場合は、１通で可。

	 FORMCHECKBOX 

	在学証明書
	現在、在学している学校長の証明書を提出してください。

	 FORMCHECKBOX 

	学業成績証明書
	前年度の学業成績の証明を厳封の上、提出してください。

※過年度を含む在学期間中すべての成績が記載されたものしか発行されない場合は、そちらでも構いません。

※大学等１回生の出願者は高等学校３年生の成績を、高等学校１年生の出願者は中学校３年生の成績証明書を提出してください。

	 FORMCHECKBOX 

	作文
	本人が書いた８００字作文（４００字原稿２枚分）を提出してください。

作文テーマは次の２つの中から選択し、必ず作文用紙１枚目の１行目にテーマを記入してください。


※パソコン等による作成も可。横書き可。


５　その他

· 昨年度に引き続き出願される場合も、必要書類を提出してください。
· ８月中旬に育英生を決定し、８月下旬に申請者全員へ結果を通知します。

· 町長と育英生との懇談会を開催し、その際に併せて受給に係る書類手続きを行っていただく予定ですので、育英生に認定された場合は必ず懇談会にご出席ください（原則学生本人が出席、学業や居住地の都合により出席不能の場合は保護者の代理出席可）。

（作文テーマ）


「将来京丹波町にどう貢献したいか」


「１年間の振り返りと今後の目標」





【問い合わせ先】


京丹波町教育委員会・学校教育課


℡０７７１－８４－００２８








